
大
正
十
一
年
大
蔵
省
令
第
七
号

政
府
所
有
有
価
証
券
取
扱
規
程

政
府
所
有
有
価
証
券
取
扱
規
程
左
ノ
通
定
ム

第
一
条
　
各
官
庁
ニ
於
ケ
ル
政
府
所
有
有
価
証
券
ハ
別
段

ノ
定
ア
ル
場
合
ヲ
除
ク
ノ
外
本
令
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ

之
カ
受
払
保
管
ヲ
為
ス
ヘ
シ

第
二
条
　
各
官
庁
ハ
特
殊
ノ
事
由
ア
ル
モ
ノ
ヲ
除
ク
ノ
外

政
府
所
有
有
価
証
券
ヲ
其
ノ
所
在
地
日
本
銀
行
（
本

店
、
支
店
又
ハ
代
理
店
ヲ
謂
フ
以
下
同
シ
）
ニ
寄
託
ス

ヘ
シ
但
シ
其
ノ
地
ニ
日
本
銀
行
ナ
キ
ト
キ
ハ
最
寄
ノ
日

本
銀
行
ニ
之
ヲ
寄
託
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第
三
条
　
各
官
庁
前
条
ノ
寄
託
ヲ
為
サ
ム
ト
ス
ル
ト
キ
ハ

第
一
号
書
式
ノ
政
府
所
有
有
価
証
券
寄
託
書
ヲ
添
ヘ
有

価
証
券
ヲ
日
本
銀
行
ニ
送
付
シ
政
府
所
有
有
価
証
券
受

託
証
書
ノ
交
付
ヲ
受
ク
ヘ
シ

第
四
条
　
各
官
庁
日
本
銀
行
ニ
寄
託
セ
ル
有
価
証
券
ノ
払

渡
ヲ
請
求
セ
ム
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
第
二
号
書
式
ノ
政
府
所

有
有
価
証
券
払
渡
請
求
書
ヲ
日
本
銀
行
ニ
提
出
シ
之
カ

交
付
ヲ
受
ク
ヘ
シ

各
官
庁
日
本
銀
行
ニ
寄
託
セ
ル
有
価
証
券
ノ
一
部
払

渡
ヲ
請
求
セ
ム
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
政
府
所
有
有
価
証
券
受

託
証
書
ヲ
添
ヘ
第
二
号
ノ
二
書
式
ノ
政
府
所
有
有
価
証

券
一
部
払
渡
請
求
書
ヲ
日
本
銀
行
ニ
提
出
シ
之
ガ
交
付

ヲ
受
ク
ベ
シ

第
五
条
　
各
官
庁
日
本
銀
行
ニ
寄
託
セ
ル
有
価
証
券
附
属

利
札
又
ハ
有
価
証
券
附
属
賦
札
ノ
交
付
ヲ
請
求
セ
ム
ト

ス
ル
ト
キ
ハ
第
三
号
書
式
ノ
政
府
所
有
有
価
証
券
利

札
・
賦
札
請
求
書
ヲ
提
出
シ
之
カ
交
付
ヲ
受
ク
ヘ
シ
但

シ
各
官
庁
日
本
銀
行
ニ
対
シ
最
後
ノ
政
府
所
有
有
価
証

券
附
属
賦
札
ノ
交
付
ヲ
請
求
セ
ム
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
前
条

第
一
項
ノ
例
ニ
従
ヒ
有
価
証
券
ノ
交
付
ヲ
受
ク
ヘ
シ

第
六
条
　
各
官
庁
日
本
銀
行
本
店
ヨ
リ
政
府
所
有
有
価
証

券
払
渡
請
求
書
ノ
番
号
ヲ
記
載
シ
タ
ル
書
類
ヲ
添
ヘ
政

府
所
有
有
価
証
券
月
計
突
合
表
ノ
送
付
ヲ
受
ケ
タ
ル
ト

キ
ハ
之
ヲ
調
査
シ
適
正
デ
ア
ル
ト
認
メ
タ
ル
ト
キ
ハ
当

該
突
合
表
ニ
記
名
ス
ベ
シ
但
シ
相
違
ア
ル
点
ニ
付
テ
ハ

其
ノ
事
由
ヲ
付
記
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

各
官
庁
前
項
ノ
規
定
ニ
依
リ
送
付
ヲ
受
ケ
タ
ル
政
府

所
有
有
価
証
券
月
計
突
合
表
ニ
誤
リ
ガ
ア
ル
コ
ト
ヲ
発

見
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
当
該
突
合
表
ノ
送
付
ヲ
受
ケ
タ
ル
月

ノ
第
十
二
営
業
日
（
「
営
業
日
」
ト
ハ
日
本
銀
行
ノ
休

日
ヲ
除
ク
日
ヲ
謂
フ
）
迄
ニ
日
本
銀
行
統
轄
店
ニ
通
知

ス
ベ
シ

第
一
項
ノ
規
定
ハ
各
官
庁
ガ
前
項
ノ
通
知
ヲ
シ
タ
ル

後
本
店
ヨ
リ
再
度
政
府
所
有
有
価
証
券
月
計
突
合
表
ノ

送
付
ヲ
受
ケ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
之
ヲ
準
用
ス

第
七
条
　
各
官
庁
第
三
条
ノ
政
府
所
有
有
価
証
券
寄
託
書

ノ
記
載
事
項
ニ
誤
謬
ア
ル
コ
ト
ヲ
発
見
シ
タ
ル
ト
キ
又

ハ
其
ノ
変
更
ヲ
要
ス
ル
ト
キ
ハ
之
カ
訂
正
ヲ
為
ス
為
訂

正
請
求
書
ヲ
日
本
銀
行
ニ
送
付
ス
ヘ
シ

第
八
条
　
各
官
庁
政
府
所
有
有
価
証
券
受
託
証
書
ヲ
亡
失

又
ハ
毀
損
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
証
明
請
求
書
ヲ
日
本
銀
行
ニ

提
出
シ
之
カ
証
明
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
九
条
　
削
除

第
十
条
　
各
官
庁
ハ
取
扱
主
任
官
ヲ
新
設
シ
タ
ル
場
合
、

取
扱
主
任
官
ニ
異
動
ア
リ
タ
ル
場
合
又
ハ
取
扱
主
任
官

ヲ
廃
止
シ
タ
ル
場
合
ハ
直
チ
ニ
第
四
号
書
式
ノ
取
引
関

係
通
知
書
ヲ
作
成
シ
之
ヲ
日
本
銀
行
ニ
送
付
ス
ベ
シ

前
項
ノ
規
定
ハ
取
扱
主
任
官
ヲ
廃
止
シ
タ
ル
場
合
ニ

於
テ
当
該
取
扱
主
任
官
ノ
残
務
ヲ
引
継
グ
ベ
キ
取
扱
主

任
官
ヲ
定
メ
タ
ル
ト
キ
ニ
之
ヲ
準
用
ス

前
二
項
ノ
取
扱
主
任
官
ハ
照
較
ノ
用
ニ
供
ス
ル
タ
メ

其
ノ
印
鑑
ヲ
日
本
銀
行
ニ
提
出
ス
ベ
シ
但
シ
廃
止
サ
レ

タ
ル
取
扱
主
任
官
ニ
付
テ
ハ
此
ノ
限
ニ
在
ラ
ズ

第
十
一
条
　
各
官
庁
日
本
銀
行
政
府
有
価
証
券
取
扱
規
程

第
四
十
一
条
ノ
二
ノ
規
定
ニ
依
リ
日
本
銀
行
ヨ
リ
政
府

所
有
有
価
証
券
現
在
額
報
告
表
ノ
送
付
ヲ
受
ケ
タ
ル
ト

キ
ハ
一
月
内
ニ
之
ガ
副
本
ヲ
財
務
省
ニ
提
出
ス
ベ
シ

第
十
二
条
　
各
官
庁
本
省
令
ニ
規
定
ス
ル
書
式
ノ
記
載
ニ

付
其
ノ
記
載
ニ
係
ル
政
府
所
有
有
価
証
券
ガ
外
貨
表
示

ノ
モ
ノ
ナ
ル
ト
キ
ハ
支
出
官
事
務
規
程
（
昭
和
二
十
二

年
大
蔵
省
令
第
九
十
四
号
）
第
十
一
条
第
二
項
第
四
号

ノ
規
定
ニ
基
キ
定
メ
ラ
レ
タ
ル
外
国
貨
幣
換
算
率
ニ
依

リ
換
算
シ
タ
ル
邦
貨
額
及
当
該
換
算
率
ヲ
附
記
ス
ベ
シ

附
　
則

本
令
ハ
大
正
十
一
年
四
月
一
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

附
　
則
　
（
大
正
一
五
年
三
月
二
九
日
大
蔵
省
令

第
一
〇
号
）

本
令
ハ
大
正
十
五
年
四
月
一
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

附
　
則
　
（
昭
和
一
九
年
一
一
月
三
〇
日
大
蔵
省

令
第
一
一
〇
号
）

本
令
ハ
昭
和
十
九
年
十
二
月
一
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

附
　
則
　
（
昭
和
二
五
年
三
月
三
〇
日
大
蔵
省
令

第
一
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
九
年
三
月
六
日
大
蔵
省
令
第

一
〇
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

２
　
こ
の
省
令
施
行
の
際
改
正
前
の
政
府
所
有
有
価
証
券

取
扱
規
程
の
書
式
に
よ
り
作
製
さ
れ
た
用
紙
で
現
に
存

す
る
も
の
は
、
当
分
の
間
こ
れ
を
取
り
繕
い
使
用
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
八
年
一
月
一
九
日
大
蔵
省
令

第
三
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

２
　
こ
の
省
令
施
行
の
際
、
改
正
前
の
政
府
所
有
有
価
証

券
取
扱
規
程
、
政
府
保
管
有
価
証
券
取
扱
規
程
、
供
託

有
価
証
券
取
扱
規
程
及
び
日
本
銀
行
政
府
有
価
証
券
取

扱
規
程
の
書
式
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
用
紙
で
現
に
存
す

る
も
の
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
つ
く
ろ
い
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
三
月
二
四
日
大
蔵
省
令
第

一
四
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

２
　
こ
の
省
令
施
行
の
際
、
現
に
存
す
る
こ
の
省
令
に
よ

る
改
正
前
の
書
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ

を
取
り
繕
い
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
八
月
二
一
日
大
蔵
省
令

第
六
九
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
三
月
四
日
財
務
省
令
第

一
〇
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
三
月
三
〇
日
財
務
省
令

第
二
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
予
算
決
算
及
び
会
計
令
等
の
一

部
を
改
正
す
る
政
令
の
施
行
の
日
（
平
成
十
七
年
四
月

一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

第
五
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
行
っ
た
こ
の
省
令
の
規

定
に
よ
る
改
正
前
の
各
省
令
の
規
定
に
よ
る
歳
入
の
徴

収
及
び
支
出
に
関
す
る
事
務
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
二
六
日
財
務
省
令
第

一
〇
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
七
月
一
日
）
か
ら

施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
、
現
に
存
す
る
改
正
前
の
様

式
又
は
書
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取

り
繕
い
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
一
二
月
一
〇
日
財
務
省
令

第
三
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
二
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
一
一
日
財
務
省
令

第
七
六
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。
た
だ
し
、
第
七
条
の
規
定
は
令
和
三
年
一
月
四

日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
、
現
に
存
す
る
こ
の
省

令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
又
は
書
式
に
よ
る
用
紙
は
、

当
分
の
間
、
こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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第
１
号
書
式

 第１号書式　

印

印

下記の証券を寄託します。

㊞

下記の証券を受託しました。

備考
１　用紙寸法は、各片とも日本産業規格Ａ列４とする。
２　無額面株券については、総額面を零とし、額面に代えて券面ごとの株数を記

　入すること。

３　本書が２枚以上にわたるときは、各葉間に記名すること。

４　利札又は賦札でけん欠のものがあるときは、備考欄にその旨を記入すること。

備考
額　面 回記号 番号 附属利賦札

政府所有有価証券寄託書
年　　月　　日

日本銀行（何店）御中

（何庁）取扱主任官 官職 氏名

政府所有有価証券受託証書
年　　月　　日

（何庁）取扱主任官殿

日本銀行（何店）

内 訳
備考

額　面 回記号 番号

(

第
三
片

)
受託番号

会 計 名

証 券 名 称 枚数 総額面
内 訳

附属利賦札

(

第
一
片

)
(

第
二
片

)

受託番号

会 計 名

証 券 名 称 枚数 総額面

受託番号

会 計 名

政府所有有価証券寄託書（原符）
年　　月　　日発行
年　　月　　日寄託済

発行者

証 券 名 称

取扱主任官 官職 氏名

枚数 総額面
内 訳

備考
額　面 回記号 番号 附属利賦札

第
２
号
書
式

  第２号書式

㊞

㊞

備考

１　用紙寸法は、日本産業規格Ａ列４とする。

　入すること。

３　本書が２枚以上にわたるときは、各葉間に契印を押すこと。

政府所有有価証券払渡請求書

日本銀行（何店）御中

 （受託証書番号）

 （会 　計　 名）

 （受託証書日付）

２　無額面株券については、総額面を零とし、額面に代えて券面ごとの株数を記

証 券 名 称 枚  数 総 額 面
内　　　　　　　 訳

備　　　考
額　面 回記号 番　号

下記の証券を払い渡して下さい。

日本銀行（何店）御中

下記の証券を受領しました。

年　　月　　日 

年　　月　　日 

氏　　　　　　名

氏　　　　　　名

（何庁）取扱主任官 官職 

（何庁）取扱主任官 官職 

第
２
号
の
２
書
式

  第２号の２書式

印

印

備考

１　用紙寸法は、日本産業規格Ａ列４とする。

２　無額面株券については、総額面を零とし、額面に代えて券面ごとの株数を記

　入すること。

３　本書が２枚以上にわたるときは、各葉間に契印を押すこと。

下記の証券を受領しました。

証  券  名  称 枚 数 総額面
内　　　　　 訳

備　　考
額　面 回記号 番　号

下記の証券を払い渡して下さい。

日本銀行（何店）御中

年    月　　日　　

氏 名

氏 名

（何庁）取扱主任官 官職 

（何庁）取扱主任官 官職 

年    月　　日　　

受託証書番号

受託証書日付

会 　計　 名

政府所有有価証券一部払渡請求書

日本銀行（何店）御中

第
３
号
書
式

  第３号書式

印

印

備考

１　用紙寸法は、日本産業規格Ａ列４とする。

２　利札又は賦札のみの交付を請求するときは、不用の文字を抹消すること。

３　本書が２枚以上にわたるときは、各葉間に契印を押すこと。

政府所有有価証券利札・賦札請求書

を交付して下さい。

（何庁）取扱主任官 官職 

（何庁）取扱主任官 官職 氏 名

枚数
枚数 総額面

内　　　　訳 請求利賦札
備考

氏 名

下記証券の
利札
賦札

額面 回記号 番号 渡期

年　　月　　日

年　　月　　日  

上記証券の
利札
賦札

を受領しました。

会計名

日本銀行（何店）御中

日本銀行（何店）御中

受託証書の
番号及び日
付

証券名称

2



第
４
号
書
式

  第４号書式

印

（理由 ）

備考

１　用紙寸法は、日本産業規格Ａ列４とする。

２　通知書を作成するときは、不用の文字を抹消すること。

３　第10条第１項の規定により取扱主任官に異動があつた場合において作成す

　る通知書には、前任の取扱主任官の官職及び氏名を附記すること。

４　第10条第２項の規定により残務を引き継ぐべき取扱主任官が定められた場

　合において作成する通知書には、廃止される取扱主任官の官職及び氏名を附記

　すること。

（何庁）取扱主任官 官職 

日本銀行（何店）受付

番 号

年 月 日

年 月 日

 (官職氏名)は、本日付をもつて、貴店との間に政府所有有価証券の寄託

に関する取引を
開始
終止

するので通知します。

（附記）

　日本銀行（何店）御中

氏 名

取　引　関　係　通　知　書
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